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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月11日(2016.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリシールールをコアデータコンテンツネットワークからモバイルネットワーク内のユ
ーザ端末に配信するための方法であって、前記方法は、
　前記コアデータコンテンツネットワーク内に配置されるモバイルオフロードゲートウエ
イ（ＭＯＧ）によって、移動加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシー
ルールを取得することと、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを前記ＭＯＧから前記コアデータコンテ
ンツネットワークの外部に配置されるユーザ端末（ＵＥ）に送信することとを含み、前記
ＵＥは、前記移動加入者と関連付けられており、さらに、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールに従って機能するように前記ＵＥを構成
することを含む、方法。
【請求項２】
　ポリシールールをコアデータコンテンツネットワークからモバイルネットワーク内のユ
ーザ端末に配信するためのシステムであって、前記システムは、
　加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシールールを取得し、前記少な
くとも１つのモバイルポリシールールを自身から送信するように構成されたモバイルオフ
ロードゲートウエイ（ＭＯＧ）を備え、前記ＭＯＧは、コアデータコンテンツネットワー
ク内に配置され、さらに、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを受信するように構成され、かつ前記少
なくとも１つのモバイルポリシールールに従って機能するように構成されたユーザ端末（
ＵＥ）を備え、前記ＵＥはモバイルネットワーク内に配置される、システム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは、前記ＵＥによって生成され、前記Ｕ
Ｅから前記コアデータコンテンツネットワークに送信される信号メッセージを制限する、
請求項２に記載のシステム。
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【請求項４】
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは、バッテリー使用ポリシールール、無
線アクセスネットワークエアリンク測定ポリシールール、データネットワークスロットリ
ングポリシールール、階層ベース加入ポリシールール、信号制御ポリシールール、および
ユーザデータクォータポリシールールのうち少なくとも１つを含む、請求項２または３に
記載のシステム。
【請求項５】
　前記データネットワークスロットリングポリシールールは、前記コアデータコンテンツ
ネットワークから前記ＵＥへのデータコンテンツトラフィックを減少させるかまたは中止
するためのポリシールールを含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ＵＥはモバイルネットワーク内に配置される、請求項２～５のいずれか１項に記載
のシステム。
【請求項７】
　前記モバイルネットワークは、３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、３Ｇ　
ＲＡＮ、４Ｇ　ＲＡＮ、またはロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＮを含む、
請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ＭＯＧはモバイルポリシーゲートウエイ（ＭＰＧ）を含む、請求項３に記載のシス
テム。
【請求項９】
　前記ＭＯＧは、PolicyandChargingRulesFunction（ＰＣＲＦ）ノードから前記少なくと
も１つのモバイルポリシールールを受信するように構成される、請求項３に記載のシステ
ム。
【請求項１０】
　前記ＭＯＧは、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールについてPolicyandCharg
ingRulesFunction（ＰＣＲＦ）ノードに照会するように構成される、請求項２～９のいず
れか１項に記載のシステム。
【請求項１１】
　実行可能命令を含むコンピュータ読取可能プログラムであって、前記実行可能命令は、
コンピュータのプロセッサによって実行されると、
　コアデータコンテンツネットワーク内に配置されるモバイルオフロードゲートウエイ（
ＭＯＧ）によって、移動加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシールー
ルを取得することと、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを前記ＭＯＧから前記コアデータコンテ
ンツネットワークの外部に配置されるユーザ端末（ＵＥ）に送信することとを含み、前記
ＵＥは、前記移動加入者と関連付けられており、さらに、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールに従って機能するように前記ＵＥを構成
することを含むステップを行うよう前記コンピュータを制御する、コンピュータ読取可能
プログラム。
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